
■ 令和3年度決算に基づく健全化判断比率等の公表について ■

◎ 五條市の健全化判断比率等

健全化判断比率 令和3年度 早期健全化基準 財政再生基準 令和２年度

①実質赤字比率  — （△５.８４%） 13.12% 20.00%  — （△６.８９%）

②連結実質赤字比率  — （△1０.４９%） 18.12% 30.00%  — （△1２.８６%）

③実質公債費比率 10.8% 25.0% 35.0% 13.4%

④将来負担比率 109.0% 350.0% 120.9%

 　※ ①、②では、実質赤字額、連結実質赤字額が無いため、「—（該当なし）」であり、参考値としてカッコ内に黒字の率を△で表示

⑤資金不足比率 令和３年度 経営健全化基準 令和２年度

 —（△７６.３５％）水道事業会計  —（△61.59％）

20.0%下水道事業会計  —（△　７.６９％）

農業集落排水事業特別会計  —    （0.0％）  —    （0.0％）

 —（△　１.７６％）

 　※ 各事業とも資金不足額が無いため、「—（該当なし）」であり、参考値としてカッコ内に資金剰余の率を△で表示

○ 健全化判断比率等の種類

①実質赤字比率
一般会計等（五條市では、一般会計、墓地事業特別会計、大塔診療所特別会計）の
実質赤字額の標準財政規模に対する比率

②連結実質赤字比率
一般会計等に加え、他の特別会計、水道事業会計等も含めた全会計の実質赤字額の
標準財政規模に対する比率

③実質公債費比率
一般会計の元利償還金及び特別会計への繰出金や関係する一部事務組合への負担金
のうち元利償還金に充てられたとされる金額を合算した金額の、標準財政規模を基
本とした額に対する比率の３ヵ年平均値

④将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する
比率（五條市の場合、対象とする会計は、五條市の全会計のほか、関係する一部事
務組合、五條市土地開発公社など）

上記４つの健全化判断比率および、

⑤資金不足比率
公営企業（五條市では、下水道事業会計、水道事業会計など）の赤字額である資金
不足額の、事業規模である料金収入の規模に対する比率

【標準財政規模】 標準的な状態で通常収入されると見込まれる市税、普通交付税など経常的一般財源
の規模を示すもの。自治体の標準的な状態での財政規模を表す指標
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◎ 地方公共団体財政健全化法の概要

１．目的

      地方公共団体の財政の健全性に関する比率（健全化判断比率等）を算定・公表し、その比率に応

   じて財政の早期健全化又は財政の再生等に必要な措置を講じることにより、地方公共団体の財政の

   健全化や、公営企業の経営健全化に資することを目的としています。重要な点として、これまでに

   なかった早期健全化基準を設けることにより、早期に財政健全化のための是正が可能となりました。

      また、これまでは収支の状況（フロー）を示す指標のみでしたが、負債等の状況（ストック） を

  示す指標も導入され（将来負担比率）、より多角的な財政状況の分析が可能となりました。

   

２．算定した健全化判断比率等について

      ４つの健全化判断比率と公営企業の資金不足比率について、算定したのち五條市監査委員の審査

   を受け、その意見を付して議会に報告し、公表することが義務づけられています。

      健全化判断比率等のどれか一つでも基準を超える場合は、議会の議決により健全化計画もしくは

   再生計画を定め、その実施状況を公表することになります。健全化判断比率等の公表は平成１９年

   度決算から、財政健全化計画等の策定は平成２０年度決算から適用されています。

３．早期健全化基準・財政再生基準・経営健全化基準について

（１） 早期健全化基準

      健全化判断比率（①～④）のうち、どれか１つでも、早期健全化基準を超えた場合は、財政健全

   化団体に指定されます。この場合、議会の議決を経て財政健全化計画を策定し、自主的な改善努力

   によって財政健全化に取リ組むことになります。例えて言えば財政運営に関して「イエローカード」

   る財政再建団体がこれに相当します。例えて言えば、財政運営に関して「レッドカード」の状態で

   の状態です。

（２） 財政再生基準

      健全化判断比率（④ を除く）のうち、どれか１つでも、財政再生基準を超えた場合、財政再生

   団体に指定されます。この場合、議会の議決を経て財政再生計画を策定し、国等の 関与のもと確

  実な財政再生に取り組みます。国の厳しい管理のもと、税金や使用料の値上げ、学校などの統廃合、

   人件費の大幅な削減などの実施が考えられ、市民サービスにも大きな影響が出ます。旧制度におけ

   す。

（３）経営健全化基準

      資金不足比率（⑤）が経営健全化基準を超えた場合、基準を超えた公営企業ごとに経営健全化

   計画を策定し、自主的な改善努力により、経営健全化に取り組みます。
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 ○実質赤字比率

黒字又は赤字額ゼロのため、当比率の該当はありません。しかしながら、本市の特別会計においては、一般会計

からの繰出しにより赤字を解消する形となっており、毎年度、特別会計への多額の繰出しが、一般会計を圧迫し

ていることから、将来を見据えた計画的な事業の実施、コスト削減など、経営の一層の合理化・効率化を進めて

　当比率が対象とする一般会計等の実質赤字額については、令和３年度においても黒字のため、実質赤字比率の
該当はありません。しかし、本市の財政状況は、労働力人口の減少等により市税の減収が見込まれること、市税
等の自主財源の割合が低く地方交付税など国から受ける財源に依存した財政体質であり、その増減の影響を大き
く受けること、また、高齢化等に伴う社会保障関係経費への負担増や老朽化施設の維持・改修等経費の増加か
ら、引き続き厳しい状況が続く見通しであり、今後の推移に留意し健全な財政運営に取り組んでいく必要があり
ます。

◎ 健全化判断比率等から見る五條市の財政状況

   五條市の健全化判断比率等は、すべての比率において基準値内にありますが、以下のことに留意し、財政の健

全化に努めていく必要があります。

プにある団体）と比較すると高い状況にあります。

　考えられる要因は、過去に公共事業を実施した際発行した市債等の残高が大きいことです。

 ○連結実質赤字比率、資金不足比率
　本市の全会計を合わせた連結実質赤字額、各公営企業の資金不足額については、令和３年度決算においても

　以上の状況から、将来を見据え行財政改革の推進、効率的かつ効果的な予算の編成など、財政健全化に向けた

取組を継続的に行っていく必要があります。

  ※参考：五條市一般会計　決算額比較 [単位：千円、％］

いかねばなりません。

 ○実質公債費比率、将来負担比率
　本市の数値は基準値内にありますが、類似団体（全国の市の中で、人口規模や産業構造が類似しているグルー

歳　　入 ３年度決算 ２年度決算 増減率 歳　　出 ３年度決算 ２年度決算 増減率

3,257,438 4.6市税 3,329,310 3,372,048 △ 1.3 人件費 3,407,593

繰入金 308,449 311,392 △ 0.9 公債費 3,471,166 3,035,899 14.3

繰越金 809,849 219,761 268.5 扶助費 3,029,947 2,672,066 13.4

分担金及び負担金 203,145 325,837 △ 37.7 普通建設事業費 5,574,628 4,869,124 14.5

使用料及び手数料 248,422 244,232 1.7 災害復旧事業費 42,199 160,705 △ 73.7

財産収入・寄附金 172,900 84,339 105.0 物件費 2,815,716 2,251,557 25.1

諸収入 303,948 300,388 1.2 補助費等 2,512,328 6,352,318 △ 60.5

地方交付税 8,165,091 7,579,626 7.7 維持補修費 42,075 64,636 △ 34.9

交付金等 1,138,269 1,015,678 12.1 繰出金
（特別会計に対する）

1,528,633 1,539,820 △ 0.7

国庫支出金 3,070,036 5,541,226 △ 44.6 積立金 873,355 180,583 383.6

県支出金 2,137,186 2,217,447 △ 3.6 投資及び出資金 451,003 3,000 —

市債（新規発行額） 4,598,200 3,986,226 15.4 貸付金 2,036 1,205 69.0

計 24,484,805 25,198,200 △ 2.8 計 23,750,679 24,388,351 △ 2.6

28,755,578 4.2基金残高 5,087,211 4,518,730 12.6 市債残高 29,956,707

3



◎ 用語の説明

・一般会計    市の行政運営の基本的な経費を計上した会計。特別会計で計上される以外の全て

の経理を処理する。

・特別会計    市が特定の事業を行うために、一般会計と区分して経理する会計。国民健康保険

特別会計や、介護保険特別会計などがある。

・公営企業    上水道事業、下水道事業など、地方公共団体が経営する事業で、主として

その経費を当該事業の経営に伴う収入で賄うもの。

・実質赤字額    歳入総額を上回って支出した額。五條市においてはありません。

・標準財政規模
   標準的な状態で通常収入されると見込まれる市税、普通交付税など経常的一般
財源の規模を示すもの。自治体の標準的な状態での財政規模を表す指標。

・一般財源    用途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源。市税や普通

交付税、地方譲与税などがこれにあたる。

・基金    特定目的のために資金を積み立てたり、定額の資金を運用するために設けられる

資金等のことで、簡単に言うと五條市の持っている貯金。

・市債    市が財政上必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済

が年度を越えて行われるもの。いわゆる五條市の借入金。

   基本的に道路、学校、公園など、長期にわたり利用できる公共施設を整備する際

の経費に充当するために発行（起債）し、後年度にわたって返済していくことによ

って、将来利用する市民の方々にも、その経費の一部を負担していただく方法とし

て活用している。

【お問い合わせ先】

五條市 総務部 財政課 財政係

電話： 0747-22-4001（内線212 ・ 248）

Fax： 0747-25-0629
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